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発 言 通 告 表 （ 一 般 質 問 ） 

                                     令和７年１１月定例会 

  

順位 氏名（議席） 発 言 の 要 旨 
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遠藤 盛正（２２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．庁内に高齢者就労支援窓口「生涯現役支援窓口」を設置することについて 

 先般、共同通信社が全国の都道府県知事と市区町村長に実施したアンケー

トによると、介護保険サービスの提供体制の持続に97％の首長が危機感を抱

いているということでした。理由として、現場の人手不足や費用の膨張が挙

げられました。国や利用者などの負担引上げを検討すべきだという意見が全

体の85％を占め、その内容は、利用者負担２割・３割の対象拡大、利用者負

担を１割から２割に引き上げるべきなどがありました。 

 今後も介護給付費が膨らむ中、公費や保険料の負担、利用者負担のいずれ

かの引上げが必須と思われます。単身の高齢者が増え、介護施設の経営もま

すます厳しさを増しています。そこで、70代・80代になっても働く意欲を持

っていただくためにも、高齢者の働く環境の整備が大切になると思います。

これまで高齢者の就労支援については、幾度となく政策提案をさせていただ

きました。しかし、まだまだ高齢者の増加に対応できていないのが現状では

ないでしょうか。 

 今年の総務省の発表では、全国の65歳以上の高齢者は3619万人で総人口の

約29％を占めており、その中で高齢者の就業者数が21年連続で増加し930万

人となり、過去最多を更新しているとのことでした。 

 国は、今後も元気なお年寄りが増加していくと想定し、高齢者の就労を後

押ししていく上で問題となっている「高齢者の労災発生率が高い」という現

状から、本年５月には、労働安全衛生法を改正し、高齢者の労働災害防止に

向けた作業環境の改善を事業者に求める環境づくりも始めています。 

 富士市で高齢者と呼ばれる方が、このまま仕事も何もしないで「病院に通

うのが仕事」、「認知症になったら施設がついの住みかになるからいい」とい

う気持ちでは、高齢者の医療費も介護給付費も増え続けることになり、富士

市を担う子供たち、若者に対して大きな負担をかけることになります。そこ

で、70代・80代になった方を高齢者と呼ばないまちづくり、幾つになっても

社会の一員として働いていただける環境づくりが、急速に進む高齢化社会、

医療費、介護給付費の抑制につながる大きな対策になると考えます。 

 そこで、現在、商業労政課に内職相談室を設置していますが、高齢者がい

つでも気軽に相談できる「生涯現役支援窓口」の設置をお考えいただけない

でしょうか。 
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順位 氏名（議席） 発 言 の 要 旨 
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望月  徹（１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．小長井市政12年、推進した施策について 

 本市は、この12年小長井義正氏に市政を託し、多くの施策を実行してきま

した。また、令和４年度からの第六次富士市総合計画において、目指す都市

像を「富士山とともに 輝く未来を拓くまち ふじ」とし、７つのまちの姿

を基本目標として揚げ、様々な施策を展開してきました。 

この施策の推進、特に留意されたこと等について、今後の市政発展につな

げたく、以下質問いたします。 

(1) 旧富士川町との合併から17年がたちました。このうち、12年が小長井市

政です。本市にとって合併による効用をどのように捉え、市全体の中で旧

富士川町をどのように生かしてきたかお伺いします。 

(2) 魅力あるまちづくりを目指す中で、市内26地区にまちづくり協議会が設

置され、地区のさらなる活性化が進められています。まちづくり協議会に

求めたこと及びその効果と今後への期待についてお伺いします。 

(3) 市民サービスの向上に向けて、おくやみ窓口のワンストップ対応を創

設・推進してきました。この事業で留意されたこと、具体的な取組と効果

についてお伺いします。 

(4) 災害対策として、ハザードマップの導入・周知に取り組んできました。

また、全国で最初にトイレトレーラーを導入し、多くの被災地へ出向き活

用されてきました。導入の判断をされた経緯をお伺いします。 

(5) 産業面において、ものづくり力交流フェアの開催等、工業都市として発

展してきた富士市の事業紹介の場づくり、ＣＮＦの事業推進等されてきま

した。富士市民歌にもあるように、工業都市として発展してきた本市であ

りますが、これまで本市の工業をどのように支え、発展させてきたか、ま

た、今後の展望をお伺いします。 
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順位 氏名（議席） 発 言 の 要 旨 
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関  明美（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．複数部署の個別契約を包括契約することによる経費削減等の可能性につい

て 

 富士市では、都市計画課の都市計画基本図作成業務、建設総務課の道路・

橋梁台帳作成業務、資産税課の航空写真撮影業務を含む地理空間情報等更新

包括業務をＡ社に委託し、５年間の包括契約として実施しており、これは地

理空間情報の更新を効率的に進める取組として高く評価される。 

 一方で、総務部シティプロモーション課においても５年に一度、航空写真

を撮影しているが、これは個別契約で行われている。撮影のみの業務であれ

ば、資産税課と同様に包括契約に含めることが可能ではないかと考える。 

 また、Ａ社とはこれら以外にも複数の課が個別契約を締結していることが

確認されており、これらの契約内容や業務の重複を整理し、契約を一本化す

ることで、経費の削減だけでなく、契約業務の削減や管理業務の効率化にも

つながるのではないかと考え、提案する。 

 さらに、今回の質問ではＡ社との契約を例に挙げているが、同様に、各課

が個別に契約している他の業務においても、内容が重複しているものや、統

合可能な業務が存在する可能性がある。こうした契約全体を改めて精査し、

必要に応じて包括化・一元化を図ることで、財政的な合理性と運用面での効

率化をさらに推進できるのではないかと考える。 

 このような契約の統合は、部局横断的な調整が必要であり、議会において

も複数委員会にまたがるため質疑の限界があるほか、部長や副市長において

も全体把握が困難となる構造的課題がある。さらに、監査委員は財政の適正

な執行を監査する立場にあるが、契約の統合に関する助言がどこまで可能な

のかも不明である。 

 そこで以下の点について伺う。 

(1) 富士市では現在、都市計画課・建設総務課・資産税課による地理空間情

報等更新包括業務委託を５年契約で実施しているが、これまでにほかにも

複数部署にまたがる契約を包括的に行った事例はあるか。あればその内容

と効果について伺う。 

(2) 今後、シティプロモーション課が実施している航空写真撮影業務のよう

に、他部署で行っている類似業務についても、既存の包括契約に含めるな

ど契約の一元化を拡大する方針はあるか。また、検討状況や課題認識があ

れば併せて伺う。 

(3) このような契約の統合について、助言や調整を担うのは具体的にどの部

署か、契約の一元化に向けた調整機能の所在を伺う。 

(4) 監査委員は、複数部署にまたがる契約を包括的に行うことについて、市

長部局に対して助言を行うことはあるか。また、助言の範囲や実績があれ

ば併せて伺う。 
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植松 光徳（８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．富士市における地域医療体制の変遷と持続可能な地域医療体制の確立に向

けた今後の課題について 

 地域医療は市民の命と生活の基盤を支える上で欠かせないものであり、医

師・看護師をはじめとする医療従事者の献身的な努力と、地域社会全体の支

え合いによって成り立っています。特にここ数年、コロナ禍を経て医療提供

体制の逼迫が全国的な課題となる中、本市でも630問題、430問題と呼ばれる

救急搬送困難事案への対応が重要な課題として認識されてきました。 

 そうした中、本市では、救急医療提供体制の充実をはじめ、医療人材確保

の取組、在宅医療や地域包括ケア体制の推進など、地域医療の基盤強化に向

けた多くの施策が進められてきたところです。 

 一方で、少子高齢化の進行、医師や看護師の人材不足、地域間の医療格差

など、課題は依然として山積しております。 

 来年１月には小長井市長が12年の任期を終え勇退されます。そこで、これ

までの市政運営の下で地域医療体制がどのように変化し、どのような成果が

あったのか、また、今後の市政に引き継ぐべき課題は何かという視点から、

以下伺います。 

(1) 小長井市長の任期12年間における富士市の地域医療体制の変化と成果

について伺う。 

(2) 富士宮市を含めた富士保健医療圏の医療連携体制構築の進捗状況につ

いて伺う。 

(3) 次の市政においても引き継ぐべき地域医療課題をどのように考えてい

るか伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


